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資料２





ＡＤＬ・ＩＡＤＬ評価シートについて（生活機能評価）

※「どこでも出来る」とは、「どのような環境でもできる」こと → 例）自宅や外出先など、どんな場所でも可能
「限られた環境で出来る」とは、「特定の場所のみで自立している」こと → 例）自宅の一部やデイサービス内で

のみ自立など

利用者の現状を具体的に記載する。
例）介助の状況、家屋情報、疾病の影響等

利用者の現在の状態を「現状」に記載し、
今後、介護保険サービスを利用することで
の利用者の予後予測を「予測」に記載する。
利用者にとって介護保険サービスが必要
となっている大きな原因には、「重点項
目」に「●」を記載する。
一番重点と思うところに「◎」を記載



ＡＤＬ・ＩＡＤＬ評価シート判定基準について

◎ＡＤＬ判定基準

【自 立】 ⇒ どこでも出来る ○１ 限られた環境で出来る ○２

【全介助】 ⇒ 改善可能性高い ×１ 改善可能性低い ×２

○下記の判定基準を参考に、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ評価シートの「現状」、「予後」を記載します。

「現状」：現在の状態を記載

「予後」：支援していく中での予後予測
変化がありそうな項目は、どのくらいの期間（例えば６ヶ月後、１２ヶ月後など）で変

わるかも予測する。

※「予後」の変化がみられると考えた理由と期間は備考に記載する。

注）「ど こ で も 出 来 る」 ＝ どのような環境でもできること
例）自宅や外出先など、どんな場所でも可能

「限られた環境で出来る」 ＝ 限られた場所のみで自立していること
例）家の一部やデイサービス内でのみ自立など


